




1.緒言 

 母子保健領域における勤労婦人の問題は、労働に関する男女の平等と母性保護との両立

という難問と関わる部分が大きい。1986年に「男女雇用均等法」が施行されたが、このこ

とは第 2時世界大戦以来の勤労婦人問題が、一つの転換期を迎えたことを示すものといえ

よう。 

 戦後 40 年を経て極めて劣悪であった労働条件も、かなりの程度に改善された。大企業に

勤める妊婦については、勤労によって大きな産科異常が起こることは少なくなったと見て

よかろう。しかし、自営業にたずさわる妊婦については母性の法的保護が及ばないし、ま

た大企業の妊婦も産科異常に至らない小さな苦痛まで解消したわけではない。 したがっ

て勤労婦人の母子保健に関しては、よりきめの細かい問題の掘りおこしと、個別的な指導

が今後益々重要になってくると考えられる。 


